
令和８年４月より

都市計画証明発行手数料が改定されます

【お問い合わせ】

日野市都市計画課計画係 042-514-8354（直通番号）
メールアドレス：tosikei@city.hino.lg.jp

令和８年４月より改定する証明とその金額

日野市では、利用者の利便性向上の観点から、各種都市計画情報をGIS（地理情報シ

ステム）にて配信し、インターネット環境からどなたでも日野市の都市計画情報を閲覧し

ていただける環境を整えています。

今般、日野市手数料・使用料等の設定に関するガイドラインに基づき、手数料について

算定した結果、「現行の手数料」が「ガイドラインに基づく基準額」と比べて低い金額に設

定されていたことに加え、近隣市の自治体が設定している手数料の額と比較した結果

なども踏まえ、「都市計画証明」の手数料を改定することとしました。

令和８年４月からの申請手数料を改定いたします。

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

手数料 交付方法 現行額
令和８年３月までの申請分

改定額
令和８年４月からの申請分

都市計画証明
（生産緑地地区に関する

証明も含む）

窓口交付 ３００円 ４５０円

郵送交付 ４００円 ６００円

令和７年４月より一部の証明を廃止しております

■ 都市計画証明をしていないもの

実測によって明らかにすることが可能な用途地域境界等の証明

（例） 拡幅済みの都市計画道路の沿道用途地域境界

実際の地形地物による境界が明らかである都市計画施設 ・・・など

■現在も都市計画証明を実施しているもの

実測によって明らかにすることが困難な用途地域境界等の証明

（例） 拡幅予定のある都市計画道路の計画線及びその沿道用途地域境界

一部都市計画緑地等実測によって明らかにしがたい都市計画施設 ・・・など
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